
 

 

野菜生産出荷安定法（昭和４１年法律第１０３号）第９条第１項の規定により、生産出荷近

代化計画を令和７年５月１６日に変更したので、次のとおり公表する。 

 

 

 令和７年５月１６日 

 

 

                     北海道知事  鈴木 直道   

 

 

  生産出荷近代化計画を変更した指定産地 

指定産地名 種 別 区 域 変更内容 

空知西部 夏秋トマト 砂川市、空知郡奈井江町、樺戸

郡浦臼町、新十津川町 

 

農林水産省において、「令和
９年度指定野菜の需要及び
供給の見通し」が公表され
たことに伴う変更 

静内 夏秋トマト 日高郡新ひだか町のうち旧静

内町の区域 

静内 冬春トマト 日高郡新ひだか町のうち旧静

内町の区域 

大樹 夏だいこん 広尾郡大樹町 

鶴居・標茶 夏だいこん 釧路郡釧路町、川上郡標茶町、 

阿寒郡鶴居村 

 

なお、計画の詳細は省略し、北海道農政部生産振興局農産振興課に備え置いて縦覧に供す

る。 

 


